
（アリーナ等利用料） （単位　円）

備考 １　冷暖房利用の場合は、アリーナのみ１時間４，９５０円を加算徴収します。

２　市外の方が利用する場合の使用料は、２倍（アリーナ冷暖房費を含む。）となります。

（学校照明施設使用料） （単位　円）

※２１時を超えての利用については指定管理者が認めた特別な場合に限り、許可するものとする。

豊明市福祉体育館、体育施設及び豊明文化広場

指定管理者　シンコースポーツ中部株式会社

８００

半　面 ４００

中学校武道場 ４００

屋
内
運
動
場

小学校体育館
全　面 ５００

半　面 ２５０

中学校体育館
全　面

区　　　　　分 ２時間まで ２時間を超える３０分ごとに

屋外体育施設
６,１４０ １,５３０

（豊明中学校グラウンドナイター）

高 校 生 以 上 一 般 １　人 １６０ １６０ １６０

個
人
利
用

中 学 生 以 下 １　人 ８０ ８０ ８０

ト レ ー ニ ン グ ル ー ム １人１カ月 １,２００

会 議 室 １,９８０ ２,６４０ ２,３００ ６,９２０ ６６０

１５,７９０ ４,５１０

剣 道 場 ２,１２０ ２,８３０ ２,４７０ ７,４２０ ７００

１８９,４９０ １８,０４０

４５,１２０

柔 道 場 ２,０１０ ２,６８０ ２,３５０ ７,０４０ ６７０

入場料の
類を徴収
する場合

１８,０４０ ４７,３６０

営利を目的とする場合 １３５,３６０ １８０,４８０ １５７,９２０

営利を目的としない場合 ５４,１４０ ７２,１９０ ６３,１６０

９４,７４０

４７３,７６０

９,０２０

営利を目的とする場合 ６７,６８０ ９０,２４０ ７８,９６０ ２３６,８８０

アマチュアスポーツに利用する場合 １３,５３０

２２,５６０

１１,８２０ １,１２０

４分の１ １,６９０ ２,２５０ １,９６０ ５,９００ ５６０

２分の１

２３,６５０ ２,２５０

専
用
利
用

ア
リ
ー
ナ

入場料の
類を徴収
しない場

合

アマチュ
アスポー
ツに利用
する場合

全　部 ６,７６０

４,５１０ ３,９３０３,３８０

営利を目的としない場合 ２７,０７０

１３：００～ １７：３０～

９,０２０ ７,８７０

３６,０９０ ３１,５８０

９：００～ ２１時を超
える１時間１２：００ １７：００ ２１：００ ２１：００

公 共 施 設 の 使 用 料 Ｒ2.4改定

福祉体育館　℡９３－５００１　　　　　　　　　　　　　　　　 西川町笹原２６－１

区　　　　　分

午　前 午　後 夜　間 全　日 延　長

９：００～



（勅使テニスコート利用料）
個人利用 （単位　円）

専用利用 （単位　円）

（勅使ターゲット・バードゴルフ場利用料）
個人利用 （単位　円）

専用利用 （単位　円）

（勅使弓道場利用料）
個人利用 （単位　円）

専用利用 （単位　円）

（グラウンド利用料） （単位　円）

備考 １　専用利用の夜間照明施設使用料は、個人利用の場合と同じになります。

２　市外の方が利用する場合の使用料は、２倍となります。

１,６００ ６,１６０ ３,０８０

山田グラウンド 全　　　面 ８００

勅使グラウンド

全　　　面 １,６００ １１,３２０ ５,６６０

野球・ソフトボール１面 ８００ ５,６６０ ２,８３０

サ　ッ　カ　ー

弓　　　　　道　　　　　場 １,８３０ ２,４４０ ２,１３０ ６,４００

区　　　　　分 １時間につき
夜間照明施設使用料

１時間につき １時間を超える３０分ごとに

区　　　　　分
午　　　前 午　　　後 夜　　　間 全　　　日

９：００～１２：００ １３：００～１７：００ １７：３０～２１：００ ９：００～２１：００

高 校 生 以 上 一 般 １　人 ２４０ ２４０ ２４０ ７２０

中　 学 　生 　以 　下 １　人 １２０ １２０ １２０ ３６０

区　　　　　分
午　　　前 午　　　後 夜　　　間 全　　　日

９：００～１２：００ １３：００～１７：００ １７：３０～２１：００ ９：００～２１：００

１３：００～１７：００ １７：３０～２１：００ ９：００～２１：００

ターゲット・バードゴルフ場 ３,２６０ ３,２６０ ３,８４０ １０,３６０

１　　　　　　　　　人 ２００ ２００ ２４０

区　　　　　分
午　　　前 午　　　後 夜　　　間 全　　　日

９：００～１２：００

区　　　　　分
午　　　前 午　　　後 夜　　　間

９：００～１２：００ １３：００～１７：００ １７：３０～２１：００

１　～　４　コ　ー　ト（オムニコート） ４,８９０ ６,５２０ ５,７１０ １７,１２０

A　～　D　コ　ー　ト（グリーンサンド） ４,２４０ ５,６６０

区　　　　　分
午　　　前 午　　　後 夜　　　間 全　　　日

９：００～１２：００ １３：００～１７：００ １７：３０～２１：００ ９：００～２１：００

１　～　４　コ　ー　ト ８１０

A　～　D　コ　ー　ト ７００

８６０ ４３０

勅使会館　℡９３－７５５５　　　　　　　　　　　　　　　　　　  沓掛町勅使１－１

区　　　　　分 ２時間につき
夜間照明施設利用料

１時間につき １時間を超える３０分ごとに


